
 
 

 

 

以下の期間は、授業を行いませんのでご注意ください。 

◆5月 28日（火） ４講目、５講目、７講目（１～３、６講目は

通常授業） 

◆6月 27日（木） ６講目、７講目（１～５講目は通常授業） 

◆6月 28日（金） ３～７講目（１・２講目は通常授業） 

 

授業日の振り替えについて 

◆5月 6日（月・祝）は通常授業 

◆6月 1日（土）の 4、5、7講目は火曜日授業（1～3、6

講目は補講） 

◆7月 26日（金）の 3～7講目は通常授業（1・2講目は

補講） 

２０１９年度前期の 
変則的な授業日程に関する連絡 


